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1――はじめに 

 

近年の日本では、元大手アイドル事務所に所属していた現歌手による性被害会見や、男性保育士に

よる複数の女児に対しての強制わいせつ罪での逮捕、ベビーシッターマッチングサイトを介した性被

害等が話題となっている。 

これらの事件を受けて、前稿では1、子どもの性被害の定義や性被害後の身体的、精神的影響につい

て整理し、児童買春・児童ポルノ禁止法や児童福祉法に違反した場合には懲罰と罰金の併科がある重

罪であること、居住自治体の青少年保護条例を各自で確認する必要性を示した。 

また、子どもの性被害に関する身体的影響では、性器周りの損傷に留まらず、長期的な言動を観察

しケアする必要があること、精神的な影響では、日常生活や成人後の社会生活にも長期的な人生に影

響を及ぼし兼ねないストレス障害等が生じる可能性があることなどをまとめた。 

これら前稿での性被害の基礎知識を基に、本稿では、実際の子どもの性被害の被害児童人数や年次

推移、罪種別の事犯の特徴などを分析する。 

 

2――警察庁の罪種別子どもの性被害 

 

２－１｜2022年の児童買春事犯の被害児童は 1400人超 

まず、子どもの性被害の実態として、警察庁が公表する罪種別子どもの性被害の状況を図表１へま

とめた。 

最新のデータである 2022年では、児相買春事犯の被害児童が 422人、淫行させる行為の被害児童が

78 人、みだらな性行為等の被害児童が 961 人、合計 1461 人の児童が被害にあっていることが分かっ

た。 
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2013年と比較すると、2022年の被害人数は全体的に減少しているが、児童全体の人口の減少や新型

コロナウイルス感染症による外出自粛要請期間の影響等も垣間見える。 

また、児童買春事犯や淫行させる行為等と比べて、みだらな性行為等の被害人数は、2013年から 2022

年を通して大きな変動がなく千人前後で推移している。みだらな性行為の被害人数が減少しない理由

について、後ほど学識別被害場所から考察する。 

さらに、罪種別の 2021年前年からの増減数をみると、淫行させる行為やみだらな性行為等の増減数

は減少しているにも関わらず、児童買春事犯の被害児童の人数は、プラス１4人（増減率＋3.4％）と

増加している。 

みだらな性行為や淫行させるなどの強要する行為よりも、金銭を稼ぐために風営法に違反した店舗

で働くことや、既に売買されている児童ポルノを購入し所持するなどの、18歳未満の者が無知ながら

も自分の意思で選択した行為の結果、被害に陥りやすいことを示しているものと思われる。 

2023年 5月 8日には、新型コロナウイルス感染症の位置づけが第 5類へ移行したことに伴う社会活

動の活性化により、被害児童の件数が増加する懸念がある。 
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２－２｜2022年の児童買春事犯の被害児童の学識では、5割から 6割は高校生が被害 

次に、2022年の児童買春事犯等での被害児童の学識を図表２へ示した。その結果、児童買春事犯等

については、全体の 422人のうち高校生が 261人（61.8％）と 6割にのぼった。 

また、淫行される行為についても全体 78人のうち高校生が 40人（51.2％）、みだらな性行為等でも

全体 961人のうち、高校生が 521人（54.2％）と、いずれも高校生の被害が 5割を超えていることが

明らかとなった。 

 

 

 

２－３｜2022年の児童買春事犯の被害児童の被害場所では、限定的な空間に注意！ 

続いて、児童買春事犯等における被害児童の被害場所について、図表３へ示した。 

その結果、児童買春事犯等では、モーテルやラブホテルでの被害が 249人（59％）と全被害児童数

の 6割を占めることが分かった。 

また、淫行させる行為等では、住宅での被害が 38人（48.7％）、みだらな性行為等でも住宅での被

害が 337人（35.0％）という結果が明らかとなった。 

被害場所の被害総数別では、全体の1461人のうち、モーテルやラブホテルでの被害が569人（38.9％）

と全体の 4割近くを占めることが明らかとなった。 

さらに、被害場所を事犯別にみると、全ての被害場所においてみだらな性行為等の事犯が最も多い

被害人数を占めていることが明らかとなった。 

被害場所が不明である者が 1割を占める中で、被害場所が明確になっているものは、室内や個室な



 

 

4｜               ｜ニッセイ基礎研レター 2023-05-29｜Copyright ©2023 NLI Research Institute All rights reserved 

どの限定的な空間で被害を受けていることが特徴的と言える。 

 

 

 

 

以上のことを考慮すると、子どもの性被害は、義務教育を終えて成人を迎える狭間である高校生の

時期に、自身の行動範囲やネットによるアクセスが拡大することで、被害にあう機会が増えてしまう

ことには留意する必要がある。 

前稿のレポートでも紹介したように、居住自治体では青少年保護条例が制定されており、青少年の

夜間の外出禁止や、リスクのあるコンテンツの回避について定められている。教育関係者のみならず、

子どもをもつ保護者も今一度居住自治体の条例について確認し対策を講じてほしい。 

また、室内や限定的な空間においての性被害が認められることから、知り合いであってもついてい

かないことや、誘われた時に明確に断れるような術を身に着けることが重要となってくる。 

2022 年から導入された高等学校学習指導要領では2、「道徳教育」等での人間関係の構築の仕方や、

再編された「情報」において、情報セキュリティーを含む基礎的な知識の獲得が必修となる。 

犯罪に巻き込まれない倫理観の醸成や、適切な人間関係の結び方、リスクのあるネット情報のフィ

 
2 文部科学省 高等学校学習指導要領ポイント 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/1304427.htm  
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ルタリングによる回避やアクセス制限などの知識がより重要となってくるだろう。 

 

3――まとめ 

 

本稿では、警察庁が公表している罪種別の子ども性被害の統計データを用いて、子どもの性被害の

実態を分析した。 

その結果、2022年には 1461人の子どもが性被害を被っており、2013年と比較すると全体的な被害

人数は減少しているものの、児童買春事犯の被害人数が微増、みだらな性行為等の被害人数は千人前

後で大きな変動がなく、コロナ明けの社会活動の活発化に伴う性犯罪被害の拡大には留意する必要が

ある。 

また、被害児童の５割から６割は高校生であり、室内や限定的な空間における性被害が特徴的であ

ることから、行動範囲が拡大した高校生においての情報モラルの知識習得や夜間外出禁止などの行動

範囲の制限などのリスク回避は重要となってくるであろう。 

本稿では、児童買春等の被害児童の実態を示したが、次稿では、さらに具体的に児童ポルノ事犯に

おける被害状況や、SNSに起因する事犯についての特徴を分析する予定である。 


